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やむを得ない理由により技能実習を中断した場合の再開手続き改正に係る周知及び 

妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いの禁止の徹底について（注意喚起とお願い） 

 

１． やむを得ない理由により技能実習を中断した場合の再開手続きに係る「技能実習制度運

用要領」の改正等について 

  技能実習生の病気・怪我（労災を含む）、技能実習生の家族の都合や、自身の妊娠・出産

等のやむを得ない理由により技能実習の実施が困難となり、技能実習実施困難時届出書を

提出の上、技能実習を中断した後に、改めて同じ実習実施者の下で技能実習の再開（以下

「中断後の再開」という。）を希望する際には、これまで新規の技能実習計画の認定申請を

必要としていました。 

今般、「技能実習制度運用要領」（以下「運用要領」という。）の改正により中断後の再開

における手続きの簡素化を行い、令和５年４月１日以降の申請については、技能実習計画

の変更認定申請により中断後の再開手続きを行うことができることとしました。ただし、

中断後の再開手続きに当たっては、技能実習を中断した理由及び再開するに至った経緯等

を記載した理由書（様式自由）を引き続き添付する必要がありますのでご留意ください。 

また、令和４年12月23日付け「技能実習生の妊娠・出産に関する制度の更なる周知と

不適正な取扱いの確認について（注意喚起）1」では、次回監査時等に技能実習生に対して、

妊娠・出産に係る制度の説明をお願いしておりましたが、今回、当該取組とは別に、運用

要領の改正により、自身の妊娠・出産を理由として技能実習を中断又は中止し帰国するこ

ととなった場合、新たに「妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書

（以下「申告書」という。）」（参考様式第１－42号）を技能実習生本人が作成し、監理団体

又は企業単独型実習実施者（以下「監理団体等」という。）において保管する対応が必要と

なりますので、併せてご留意ください。 

なお、入管庁においては、上記の中断後の再開を含めて、技能実習生が妊娠等した場合

に取るべき対応の基本フロー及び地方入管や外国人技能実習機構への手続の留意点と必要

書類をまとめた資料を作成し、入管庁ホームページ2に公表しておりますので、是非御活用

ください。 

 

２．妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いの禁止の徹底等について 

技能実習実施困難時届出書のうち、その届出内容から、妊娠・出産を理由とすることが

確認できるものが平成29年11月１日から令和４年３月31日までの間において、1,434人

 
1 https://www.otit.go.jp/files/user/docs/令和４年 12 月 23 日付け「技能実習生の妊娠・出産に関す
る制度の更なる周知と不適正な取扱いの確認について(注意喚起)」.pdf 
2 https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/10_00033.html 
 「技能実習生が妊娠等した場合の基本フロー及び各種手続について（2023.04.03 掲載）」 

https://www.otit.go.jp/files/user/docs/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B412%E6%9C%8823%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%91%E3%80%8C%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%AE%9F%E7%BF%92%E7%94%9F%E3%81%AE%E5%A6%8A%E5%A8%A0%E3%83%BB%E5%87%BA%E7%94%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E6%9B%B4%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%91%A8%E7%9F%A5%E3%81%A8%E4%B8%8D%E9%81%A9%E6%AD%A3%E3%81%AA%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%28%E6%B3%A8%E6%84%8F%E5%96%9A%E8%B5%B7%29%E3%80%8D.pdf
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B412%E6%9C%8823%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%91%E3%80%8C%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%AE%9F%E7%BF%92%E7%94%9F%E3%81%AE%E5%A6%8A%E5%A8%A0%E3%83%BB%E5%87%BA%E7%94%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E6%9B%B4%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%91%A8%E7%9F%A5%E3%81%A8%E4%B8%8D%E9%81%A9%E6%AD%A3%E3%81%AA%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%28%E6%B3%A8%E6%84%8F%E5%96%9A%E8%B5%B7%29%E3%80%8D.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/10_00033.html


分となるなど、妊娠・出産を理由とした技能実習の中断又は中止が一定数生じております。

その際、妊娠・出産等を理由として技能実習生を解雇し不利益な取扱いをすること、私生

活の自由を不当に制限することなどは、関係法令（※）に基づき禁止されており、このこ

とは、これまでも注意喚起文等を通じて周知を行ってきたところです。 

今般の運用要領改正においても以下の点について明確化しておりますので、ご留意くだ

さい。 

・技能実習生の妊娠・出産等を理由に、技能実習生の意に反して一方的に技能実習を

打ち切った場合は、認定計画に従って技能実習を行わせていないものとして、技能

実習計画の認定の取消しの対象となります。 

・監理団体においては、このような不適切な取扱いを知りながら、何ら措置を講じな

かった場合は、認定計画に従って実習監理を行っていないものとして、監理団体の

許可の取消しの対象となります。 

監理団体等の皆様におかれましては別添リーフレットを御確認いただくとともに、入国

後講習の機会等をとらえ、技能実習生に対し、妊娠、出産等を理由として解雇等がなされ

ることはないこと、妊娠・出産した場合の休業制度や支援制度（健康保険から出産育児一

時金が支給されること等）、相談窓口について、別添リーフレットや技能実習生手帳の該当

部分を活用して、分かりやすく御説明いただきますようお願いいたします。 

また、妊娠・出産により技能実習を中断又は中止する技能実習生については、上記のと

おり技能実習実施困難時届出書を提出する前に、技能実習生本人が作成した申告書により、

技能実習生本人の技能実習の継続意思や終了後の再開意思を必ず確認するようにしてくだ

さい。 

 
※参考 

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」 

（婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等） 

第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定め

をしてはならない。 

２ 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 

３ 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法（昭和二十二年

法律第四十九号）第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規

定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを

理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

４ 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とす

る。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したとき

は、この限りでない。 

 

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」 

（禁止行為） 

第四十八条  （略） 

２ 技能実習関係者は、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない。 



監理団体・実習実施者の皆様へ 大切なおしらせ

妊娠を理由に技能実習を一方的に終了することはできません
・妊娠、出産等を理由とした解雇や不利益取扱いは法律で禁止されています。
・送出機関が技能実習生との間で、妊娠等を理由として帰国することを約束する
ことは許されません。
・技能実習生から妊娠を伝えられた場合には、監理団体・実習実施者は技能実習
生と話し合い、技能実習生の希望も踏まえて必要な対応をしてください。

技能実習生の妊娠が分かったら
○技能実習生は妊娠に戸惑い、技能実習を続けられるかなど大きな不安を抱えてい
ます。監理団体・実習実施者は、技能実習生向けリーフレットを渡し、技能実習
をやめる必要はないことや、妊娠・出産についての支援制度を説明するとともに
妊娠中・出産後の技能実習生に対して必要な措置を講じてください。

○監理団体・実習実施者は、技能実習生の定期的な病院受診や市町村での手続（母
子健康手帳の交付等）を支援し、安心して妊娠に向き合える環境の整備に努めて
ください。

出入国在留管理庁・厚生労働省・外国人技能実習機構

☑ 実習実施者は、妊娠中・出産後の技能実習生を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発
散する場所等に就かせることはできません。また、妊娠中・出産後の技能実習生から請
求があれば、時間外労働や休日労働、深夜労働をさせることはできません。

☑ 実習実施者は、技能実習生が妊産婦のための保健指導や健康診査を受けるために必要な

時間を確保しなければなりません。
☑ 実習実施者は、技能実習生が医師等から、妊娠中に通勤緩和や休憩の取得等に関する指

導を、妊娠中や出産後に作業制限や勤務時間の短縮、休業等の指導を受けた場合は、こ
れらの措置を講じる必要があります。

☑ 監理団体・実習実施者は、上記対応によって、技能実習計画で定めた作業内容等の変更

が必要となる場合は、外国人技能実習機構へ相談してください。

＜妊娠中・出産後の技能実習生に配慮が必要なこと＞

技能実習生と話し合っていただきたいこと
○監理団体・実習実施者は、技能実習を最後まで行えることを説明した上で、技能
実習の継続意思や、日本での出産を希望するかを確認してください。

○技能実習生が帰国を希望する場合には、「妊娠等に関連した技能実習期間満了前
の帰国についての申告書」（技能実習制度運用要領参考様式１ー42号）を活用しつつ、実
習の再開の時期や手続等について、技能実習生に説明し、技能実習を終期まで円
滑に行えるよう努めてください。
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○技能実習生が実習終了を希望する場合は、円滑な帰国のために必要な措置を講じ
る必要があり、技能実習生に負担させることは禁じられています。

○技能実習を中断又は中止することとなった場合には外国人技能実習機構に技能実
習困難時届出書を提出してください。（同届出書を提出した場合であっても、技
能実習計画の変更認定申請により、実習を再開することができます。）



大切なおしらせ

～各制度の問い合わせ先は、以下のとおり～
厚生年金について➡年金事務所 育児休業について
国民年金について➡年金事務所又は市区町村 産前産後休業について
健康保険について➡加入先の医療保険者
（協会けんぽ加入者の保険料免除については年金事務所）
国民健康保険について➡市区町村 在留資格について➡入管庁

問い合わせ先:外国人技能実習機構（TEL:０３－３４５３－８０００）

出入国在留管理庁・厚生労働省・外国人技能実習機構

☑出産に際し日本で受けられる各種支援制度のほか、出産する病院の選択
や入院手続、入院中必要な物や書類の用意など、技能実習生に必要な支
援をするよう努めてください。

☑技能実習生が産前産後休業（※）を取得する場合は、技能実習の一時中断と
なるため、外国人技能実習機構に技能実習実施困難時届を提出する必要があ
ります。また、在留資格の手続きについては、地方出入国在留管理局へ相談
してください。

（※）産前産後休業
実習実施者は、産前は出産予定日の６週間前から、産後は原則として８週間、女性の技能実習生
を就業させることはできません。

☑技能実習生に、育児休業制度の利用可否について説明し、取得希望を確認し
てください。一定の要件を満たした技能実習生から、育児休業の申出があっ
た場合は、育児休業を取得させなければなりません。

☑お子さんの出生に係る届出等手続については、市町村や、在日大使館に確認
するなどし、在留資格の取得手続きについては、地方出入国在留管理局に相
談し、技能実習生に必要な支援をするよう努めてください。

技能実習生が日本で出産する場合の留意点

育児休業は、「子どもが１歳６か月に達する日までに労働契約が満了することが明ら
かでない者」が対象となります。
※労働契約の満了の時点は、在留期限ではなく、技能実習生の残りの技能実習期間や、
次段階（第２号又は第３号）の技能実習を予定しているかで判断してください。
※育児休業給付金は、在留資格にかかわらず支給されます。

【出産に伴う手当等の支援制度】
・健康保険や国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
また、健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けら
れなかったときは、出産手当金が支給されます。これらの給付は、国籍や出産の場所
等に関わらず、受けることができます。
・健康保険と厚生年金については、産前産後・育児休業期間中の保険料が免除されます
（健康保険組合又は年金事務所で手続が必要です。）。また、国民年金については、
産前産後期間の保険料が免除されます（市区町村または年金事務所で手続が必要です。

労働局



妊娠中の技能実習生のみなさんへ たいせつなおしらせ

・日本では、妊娠（子どもがお腹にいること）したことで仕事をやめさせ
ることは法律で禁止されています。

・送出機関や監理団体は、あなたの妊娠を理由に、あなたが実習を続けた
いのにあなたを国に帰すことは許されません。

・仕事をやめさせられそうになったり国に帰るよう言われたら、外国人技
能実習機構(OTIT)へ相談してください。OTITが助けます。

※連絡先は裏のページを見てください

妊娠したらどうしたらいいの？
☑妊娠したら、監理団体の相談できるところや実習している場所の人に
妊娠したことを知らせましょう。

☑外国人技能実習機構や、住んでいる場所にも相談できるところがありま
す。※連絡先は裏のページを見てください

☑住んでいる場所の手続きをするところで、妊娠の届けを出しましょう。
☑住んでいる場所の手続きをするところで、母子健康手帳（お腹に赤ちゃ
んがいるひとが、住んでいるまちの役所からもらう手帳です。赤ちゃん
やお母さんの健康などについて書くものです。）と妊婦健康診査（住ん
でいるまちの役所が赤ちゃんが健康かどうか調べることです）の受診券
などがもらえるので、妊娠中は定期的に妊婦健康診査を受けましょう。
妊娠しても働けるの？
☑日本では、妊娠などを理由に仕事をやめさせることやあなたに不利になる
ことすることは禁止されています。妊娠などをしてもあなたが実習を続け
たいのなら、技能実習を続けることができます。

☑日本では、子どもが生まれる予定の日の６週間前から仕事を休むことがで
きます。 仕事を休み、休んでいる間の給料がない場合、あなたが入っている健康保険

（会社で働いているひとが入る保険です。みんなからお金を集めて、けがや
病気で病院に行く人を助ける制度です）から、出産手当金（いつもの給料の60%ほ
どのお金です）がもらえます。

出入国在留管理庁・厚生労働省・外国人技能実習機構

赤ちゃんを産んだ後、技能実習を続けられる？
☑日本では赤ちゃんを産んだ後、あなたの健康のため、８週間仕事をする
ことができません。そのあと、もう一度技能実習をはじめることができます。

☑技能実習を一時中止し、国に帰って赤ちゃんを産んだ場合も、もう一度
日本に来て技能実習をはじめることができます。（手続きが必要です。）

☑技能実習を一時中止したあとに、もう一度技能実習をはじめるためには、
外国人技能実習機構などで手続きが必要です。いつからはじめたいのか
監理団体・実習実施者に知らせましょう。

仕事を休み、休んでいる間の給料がない場合、あなたが入っている健康保険から出産手当金がもらえます。

にんしんちゅう ぎのうじっしゅうせい

にほん にんしん こ なか しごと

ほうりつ きんし

おくりだしきかん かんりだんたい にんしん りゆう じっしゅう つづ

くに かえ ゆる

しごと くに かえ い がいこくじん

ぎのうじっしゅうきこう そうだん たす

れんらくさき うら み

にんしん

にんしん かんりだんたい そうだん じっしゅう ばしょ ひと

にんしん し

がいこくじんぎのうじっしゅうきこう す ばしょ そうだん

れんらくさき うら み

す ばしょ てつづ にんしん とど だ

す ばしょ てつづ ぼしけんこうてちょう なか あか

す やくしょ てちょう あか

かあ けんこう か にんぷけんこうしんさ す

やくしょ あか けんこう しら じゅしんけん

にんしんちゅう ていきてき にんぷけんこうしんさ う

にんしん はたら

にほん にんしん りゆう しごと ふり

きんし にんしん じっしゅう つづ

ぎのうじっしゅう つづ

にほん こ う よてい ひ ろくしゅうかんまえ しごと やす

しごと やす やす あいだ きゅうりょう ばあい はい けんこうほけん

あか う あと ぎのうじっしゅう つづ

かいしゃ はたら はい ほけん かね あつ

びょうき びょういん い ひと たす せいど しゅっさんてあてきん きゅうりょう

かね

にほん あか う あと けんこう はっしゅうかん しごと

いちど ぎのうじっしゅう

しごと やす やす あいだ きゅうりょう ばあい はい けんこうほけん しゅっさんてあてきん

ぎのうじっしゅう いちじちゅうし くに かえ あか う ばあい いちど

にほん き ぎのうじっしゅう てつづき ひつよう

ぎのうじっしゅう いちじちゅうし いちど ぎのうじっしゅう

がいこくじんぎのうじっしゅうきこう てつづ ひつよう

かんりだんたい じっしゅうじっししゃ し

しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう こうせいろうどうしょう がいこくじんぎのうじっしゅうきこう
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相談したいとき

困ったときは外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください
（電話やメールで相談が可能できます）

相談できる言葉 相談できる
日と時間 電話番号 OTIT URL

ベトナム語
月曜日～金曜日、

土曜日
11:00～19:00

(土曜日：9:00～17:00)

0120-250-168 https://www.support.otit.go.jp/soudan/vi/

中国語
月曜日、水曜日、
金曜日、土曜日
11:00～19:00

(土曜日：9:00～17:00)

0120-250-169 https://www.support.otit.go.jp/soudan/cn/

インドネシア語 火曜日、木曜日
11:00～19:00 0120-250-192 https://www.support.otit.go.jp/soudan/id/

フィリピン語
火曜日、木曜日、

土曜日
11:00～19:00

(土曜日：9:00～17:00)

0120-250-197 https://www.support.otit.go.jp/soudan/phi/

英語
火曜日、木曜日、

土曜日
11:00～19:00

(土曜日：9:00～17:00)

0120ｰ250ｰ147 https://www.support.otit.go.jp/soudan/en/

タイ語
木曜日、日曜日
11:00～19:00

(日曜日：9:00～17:00)
0120ｰ250ｰ198 https://www.support.otit.go.jp/soudan/th/

カンボジア語 木曜日
11:00～19:00 0120ｰ250ｰ366 https://www.support.otit.go.jp/soudan/kh/

ミャンマー語 火曜日
11:00～19:00 0120ｰ250ｰ302 https://www.support.otit.go.jp/soudan/mm/

妊娠中の心配なことや生活していて困ったことがあれば
住んでいる地域の相談できるところでも相談できます
外国人生活支援ポータルサイト http://www.moj.go.jp/isa/content/930004512.pdf

※地域によって相談できる言葉がちがいます。

多言語生活相談窓口
（（一財)自治体国際化協会）

http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.ht
ml

出入国在留管理庁・厚生労働省・外国人技能実習機構

「生活・就労ガイドブック」にも赤ちゃんを産むことや
育てることについて情報が書いてあります

http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
書いてある言葉：日本語（やさしい日本語を含む）、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、

ベトナム語、ネパール語、タイ語、インドネシア語、ミャンマー語、クメール(カンボジア)語、
フィリピノ語、モンゴル語

こま がいこくじんぎのうじっしゅうきこう そうだん

そうだん

でんわ そうだん かのう

たいせつなおしらせ

そうだん ことば
そうだん

ひ じかん

でんわばんごう

ご

ご

ご

ご

ご

ご

ちゅうごくご

えいご

げつようび

げつようび

きんようび

どようび

すいようび

きんようび どようび

かようび もくようび

かようび もくようび

どようび

かようび もくようび

どようび

もくようび にちようび

もくようび

かようび

にんしんちゅう しんぱい せいかつ こま

す ちいき そうだん そうだん

がいこくじんせいかつしえん

たげんごせいかつそうだんまどぐち

（いっぱんざいだんほうじん）じちたいこくさいかきょうかい

ちいき そうだん ことば

せいかつ しゅうろう あか う

そだ じょうほう か

か ことば にほんご えいご ちゅうごくご かんこくご

しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう こうせいろうどうしょう がいこくじんぎのうじっしゅうきこう


